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平成22年度国民健康保険税について�

◆
国
保
の
税
率
等
と
算
定
方
式

　
国
保
の
重
要
な
財
源
で
あ
る

国
保
税
は
、下
記
表
①
〜
③
項

目
の
３
方
式
で
算
定
し
、１
年

間
の
税
額
が
決
ま
り
ま
す
。　

国
保
税
は
、医
療
分
と
後
期
高

齢
者
支
援
金
等
分（
以
下「
支
援

金
分
」と
い
う
）と
介
護
分（
40

歳
か
ら
64
歳
の
加
入
者
が
い
る

世
帯
の
み
）を
合
算
し
た
も
の

が
課
税
さ
れ
ま
す
。な
お
、本
年

度
の
税
率
等
は
下
記
の
表
の
と

お
り
で
す（
昨
年
度
と
同
様
）が
、

医
療
分
の
課
税
限
度
額
が
47
万

円
か
ら
50
万
円
に
、支
援
金
分

が
12
万
円
か
ら
13
万
円
に
改
定

さ
れ
ま
し
た
。�

◆
平
成
22
年
度
の
税
率
等�

　
平
成
22
年
度
の
国
保
税（
医

療
分
・
支
援
金
分
・
介
護
分
）の

税
率
等
は
表
の
と
お
り
で
す
。�

①
所
得
割
▽
各
加
入
者
の
前
年
中
の
課
税
所
得
か
ら
そ

れ
ぞ
れ
33
万
円
を
差
し
引
い
た
額
に
応
じ
て
計
算
。�

②
均
等
割
▽
加
入
者
数
に
応
じ
て
計
算
。（
人
数
割
）�

③
平
等
割
▽
１
世
帯
に
い
く
ら
と
計
算
。（
世
帯
割
）�

④
課
税
限
度
額
▽
１
世
帯
に
課
税
さ
れ
る
年
税
額
の
上

限
。�

※
特
定
世
帯
と
は
、国
保
に
加
入
し
て
い
る
人
が
後
期
高

齢
者
医
療
制
度
に
移
行（
75
歳
到
達
）す
る
こ
と
に
よ
り
、

国
保
の
被
保
険
者
が
１
人
に
な
る
世
帯
。�

�
◆
国
保
税
の
納
め
方�

　
国
保
で
は
一
人
一
人
が
被
保
険
者
で
す
が
、加
入
は
世

帯
ご
と
に
な
り
ま
す
。も
し
、世
帯
主
本
人
が
職
場
の
健

康
保
険
に
加
入
し
て
い
て
国
保

加
入
者
で
な
い
場
合（
擬
制
世

帯
主
）で
も
、世
帯
に
一
人
以
上

国
保
加
入
者
が
い
れ
ば
国
保
税

の
納
税
義
務
者
は
世
帯
主
に
な

り
ま
す
。納
税
通
知
書（
納
付
書
）

は
世
帯
主
宛
に
お
送
り
し
ま
す

の
で
、近
く
の
金
融
機
関
や
市
役
所（
本
庁
及
び
各
総
合

窓
口
セ
ン
タ
ー
、出
張
所
）の
会
計
窓
口
で
納
め
て
く
だ

さ
い
。（
納
税
組
合
加
入
の
方
は
各
組
合
が
定
め
る
方
法

に
よ
り
納
め
て
く
だ
さ
い
。※
特
別
徴
収
の
方
は
納
税
組

合
扱
い
に
な
り
ま
せ
ん
）。口
座
振
替
を
申
し
込
ん
で
い

る
方
は
、各
納
期
限
の
日
に
口
座
か
ら
自
動
的
に
引
き
落

と
し
に
な
り
ま
す
。納
付
書
、ま
た
は
口
座
振
替
に
よ
る

納
付
を「
普
通
徴
収
」と
言
い
ま
す
。�

　
な
お
、国
保
に
加
入
す
る
世
帯
主
の
方
で
、一
定
の
条

件
を
満
た
し
て
い
る
場
合
は
、国
保
税
が
年
金
か
ら
天
引

き
さ
れ
ま
す
。こ
れ
を「
特
別
徴
収
」と
言
い
ま
す
。�

�

◆
国
保
税
の
特
別
徴
収�

　
国
保
税
の
特
別
徴
収
と
は
、

国
保
税
が
年
金
か
ら
天
引
き

さ
れ
る
納
税
方
法
で
す
。�

　
特
別
徴
収
の
対
象
者
は
、

左
記
の
条
件
を
全
て
満
た
し

て
い
る
方
で
す
。�

○
平
成
22
年
４
月
１
日
に
お

い
て
、
納
税
義
務
者
が
老
齢

等
年
金
給
付
を
受
け
て
い
る
65
歳
以
上
75
歳
未
満
の
国

保
の
被
保
険
者
で
あ
る
こ
と
。�

○
国
保
の
被
保
険
者
が
、全
員
65
歳
以
上
75
歳
未
満
で
あ

る
こ
と
。�

○
納
税
義
務
者
の
老
齢
等
年
金
の
給
付
額
が
年
額
18
万

円
以
上
で
あ
る
こ
と
。�

○
納
税
義
務
者
の
介
護
保
険
料
と
国
保
税
の
合
計
額
が

年
金
給
付
額
の
２
分
の
１
以
下
で
あ
る
こ
と
。�

○
納
税
義
務
者
の
介
護
保
険
料
が
特
別
徴
収
さ
れ
て
い

る
こ
と
。�

【
平
成
22
年
度
】�

▽
特
別
徴
収
／
４
月
・
６
月
・
８
月
・
10
月
・
12
月
・
２
月�

　
国
民
健
康
保
険
は

　
国
民
健
康
保
険
は
、万
が
一
の
病
気
や
け
が
な
ど
に
備
え
て

万
が
一
の
病
気
や
け
が
な
ど
に
備
え
て
、加
入
者
が
お
互

加
入
者
が
お
互

い
に
協
力
し
て
お
金

い
に
協
力
し
て
お
金（
国
保
税

国
保
税
）を
出
し
合
い

を
出
し
合
い
、医
療
機
関
に
か
か
っ
た
と
き
の

医
療
機
関
に
か
か
っ
た
と
き
の

医
療
費
に
あ
て
る
相
互
助
け
合
い
の
制
度
で
す

医
療
費
に
あ
て
る
相
互
助
け
合
い
の
制
度
で
す
。国
保
税
は

国
保
税
は
、制
度
の
維
持

制
度
の
維
持
・
運

営
と
加
入
者
の
健
康
を
支
え
る
大
切
な
財
源
で
す

営
と
加
入
者
の
健
康
を
支
え
る
大
切
な
財
源
で
す
。納
期
内
に
納
め
ま
し
ょ
う
！

納
期
内
に
納
め
ま
し
ょ
う
！

　
国
民
健
康
保
険
は
、万
が
一
の
病
気
や
け
が
な
ど
に
備
え
て
、加
入
者
が
お
互

い
に
協
力
し
て
お
金（
国
保
税
）を
出
し
合
い
、医
療
機
関
に
か
か
っ
た
と
き
の

医
療
費
に
あ
て
る
相
互
助
け
合
い
の
制
度
で
す
。国
保
税
は
、制
度
の
維
持
・
運

営
と
加
入
者
の
健
康
を
支
え
る
大
切
な
財
源
で
す
。納
期
内
に
納
め
ま
し
ょ
う
！

み
ん
な
で
支
え
合
い
健
康
い
き
い
き

み
ん
な
で
支
え
合
い
健
康
い
き
い
き�

み
ん
な
で
支
え
合
い
健
康
い
き
い
き

み
ん
な
で
支
え
合
い
健
康
い
き
い
き�

み
ん
な
で
支
え
合
い
健
康
い
き
い
き�

国保

医 療 分

支援金分

介 護 分

７．５％�

１．７％�

２．０％�

（47万円）５０万円�

（12万円）１３万円�

１０万円�

２０，０００円�

２，０００円�

６，０００円�

２０，０００円�

２，０００円�

５，０００円�

�

１０，０００円�

１，０００円�

５，０００円�

�

特定世帯以外

③平等割 〈１世帯あたり〉②均等割
①所得割区　分 ④課税限度額

特定世帯

（　）内は平成21年度の金額

〈1人あたり〉
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健康とくらしを守るみんなの国保�

※
22
年
度
の
４
月
・
６
月
・
８
月
は
前
年
度（
21
年
度
）の

２
月
の
税
額
と
同
額
と
な
り
ま
す
。（
仮
徴
収
）�

※
納
税
義
務
者
の
事
情
に
よ
り
、特
別
徴
収
か
ら
口
座
振

替
納
税
へ
の
変
更
が
可
能
で
す
。詳
細
及
び
申
し
出
は
下

記
の
問
い
合
わ
せ
先
ま
で
お
願
い
し
ま
す
。�

�

◆
国
保
税
の
普
通
徴
収
の
納
期�

�����

◆
国
保
税
の
軽
減�

　
平
成
22
年
４
月
１
日
現
在
の
国
保
加
入
世
帯
の
世
帯

主
、加
入
者
及
び
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
の
前
年
中
の
合

算
所
得
に
よ
り
判
定
し
ま
す
。�

▽
平
成
22
年
４
月
２
日
以
降
に
加
入
し
た
世
帯
や
世
帯

主
の
変
更
等
が
あ
っ
た
と
き
は
、そ
の
時
点
の
加
入
者
及

び
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
の
前
年（
１
月
以
降
は
前
々
年
）

中
の
合
算
所
得
に
よ
り
判
定
し
ま
す
。�

▽
軽
減
割
合
は
、左
記
の
判
定
基
準
に
従
っ
て
７
割
・
５

割
・
２
割
と
な
り
、軽
減
額
は
医
療
分
、支
援
金
分
、介
護

分
そ
れ
ぞ
れ
の
均
等
割
・
平
等
割
の
７
・
５
・
２
割
の
額
が

軽
減
さ
れ
ま
す
。�

�������

※
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
と
は�

　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
移
行
し
た
た
め
国
保
の
被

保
険
者
資
格
を
喪
失
し
た
方
で
、こ
の
資
格
を
喪
失
し
た

日
の
前
日
の
月
以
降
５
年
を
経
過
す
る
ま
で
の
間
に
限

り
、継
続
し
て
同
一
世
帯
に
属
し
て
い
る
方
。�

◆
非
自
発
的
失
業
者
へ
の
軽
減
制
度�

　
平
成
22
年
４
月
か
ら
、倒
産
や
解
雇
な
ど
で
職
を
失
っ

た
失
業
者
の
方
々
に
つ
い
て
、新
し
い
軽
減
制
度
が
ス
タ
ー

ト
し
て
い
ま
す
。こ
の
制
度
は
、雇
用
保
険
の
特
定
受
給

資
格
者
及
び
特
定
理
由
離
職
者
の
方
に
つ
い
て
、翌
年
度

末
ま
で
、前
年
の
給
与
所
得
を
１
０
０
分
の
30
と
み
な
し

て
算
定
す
る
も
の
で
す
。�

　
軽
減
を
受
け
る
た
め
に
は
、本
庁
、各
総
合
窓
口
セ
ン

タ
ー
の
国
保
窓
口
で
届
出
を
行
っ

て
い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

届
出
の
際
に
は
、雇
用
保
険
の

受
給
者
資
格
証
と
印
鑑
を
必
ず

ご
持
参
く
だ
さ
い
。�

�

◆
国
保
税
の
減
免
等

　
災
害
や
疾
病
、倒
産
に
よ
る
失
業
な
ど
、や
む
を
得
な

い
事
情
の
発
生
に
よ
る
著
し
い
収
入
減
少
、ま
た
は
生
活

困
窮
状
態
で
、納
期
限
の
延
長
や
猶
予
を
行
っ
て
も
、な

お
担
税
力
が
な
い（
国
保
税
を
納
付
す
る
と
生
活
が
困
難

と
な
る
状
況
）と
認
め
ら
れ
る
と
一
時
的
な
救
済
措
置
と

し
て
国
保
税
が
減
免
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。こ
れ
に

は
納
期
限
前
７
日
ま
で
に
申
請
が
必
要
で
す
。申
請
は
税

務
課
市
民
税
班（
市
役
所
分
庁
舎
）ま
で
お
願
い
し
ま
す
。

（
所
定
の
申
請
書
等
は
下
記
の
問
い
合
わ
せ
先
で
交
付
し

ま
す
）�

　
ま
た
、社
会
保
険
か
ら
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
移
行

さ
れ
た
方
の
被
扶
養
者（
65
歳
以
上
）で
あ
っ
た
方
が
、国

保
に
加
入
さ
れ
る
場
合
に
は
減
免
が
適
用
さ
れ
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。（
詳
細
は
左
記
に
お
問
い
合
せ
く
だ
さ
い
）�

�

◆
国
保
税
を
滞
納
す
る
と�

　
災
害
な
ど
特
別
な
事
情
が
な
い
の
に
国
保
税
を
納
め

な
い
で
い
る
と
、一
旦
医
療
費
を
全
額
自
己
負
担
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
場
合（
被
保
険
者
資
格
証
明
書
の
交
付
）

が
あ
り
ま
す
。�

　
納
税
が
困
難
な
と
き
は
そ
の
ま
ま
に
せ
ず
、早
め
に
分

割
納
付
な
ど
の
納
税
相
談
に
お
い
で
く
だ
さ
い
。�

�

◆
国
保
税
の
納
付
は
口
座
振
替
で
！�

　
口
座
振
替
に
す
る
と
、国
保
税
は
金
融
機
関
の
口
座
か

ら
自
動
的
に
引
き
落
と
さ
れ
、一
度
手
続
き
を
す
る
と
翌

年
以
降
も
継
続
さ
れ
ま
す
。納
期
ご
と
に
納
め
に
行
く
手

間
も
は
ぶ
け
、納
め
忘
れ
の
心
配
も
あ
り
ま
せ
ん
。便
利

で
安
心
な
口
座
振
替
を
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
！�

　
お
申
し
込
み
は
、①
国
保
税
の
納
付
書
、②
預
金
通
帳
、

③
通
帳
届
出
印
を
お
持
ち
に
な
り
、市
指
定
金
融
機
関（
市

内
の
金
融
機
関
は
全
て
指
定
済
）で
手
続
き
を
し
て
く
だ

さ
い
。�

�

◆
お
問
い
合
わ
せ
先
　

▽
税
務
課
市
民
税
班（
課
税
）　
　
　
　
a

62-

１
１
１
６

▽
税
務
課
収
納
班（
収
納
）　
　
　
　
　
a

62-

１
１
１
５

▽
総
合
窓
口
課
国
保
年
金
班（
鷹
巣
）　
a

62-

１
１
１
８

▽
合
川
総
合
窓
口
セ
ン
タ
ー
　
　
　
　
a

78-

２
１
１
２

▽
森
吉
総
合
窓
口
セ
ン
タ
ー
　
　
　
　
a

72-

３
１
１
５

▽
阿
仁
総
合
窓
口
セ
ン
タ
ー
　
　
　
　
a

82-

２
１
１
２

７
割

５
割

２
割

（
世
帯
主
を
除
く
加
入
者
数
＋

世
帯
主
を
除
く
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
数
）

×
24
万
５
千
円
＋
33
万
円
以
下
の
場
合

（
加
入
者
数
＋
特
定
同
一
世
帯
所
属
者
数
）

×
35
万
円
＋
33
万
円
以
下
の
場
合

軽
減
判
定
基
準
額

軽
減
割
合

33
万
円
以
下
の
場
合

国保税の軽減�

第
５
期
＝
11
月
末

第
６
期
＝
12
月
25
日

第
７
期
＝
１
月
末

第
８
期
＝
２
月
末

第
１
期
＝
７
月
末

第
２
期
＝
８
月
末

第
３
期
＝
９
月
末

第
４
期
＝
10
月
末

（
所
得
未
申
告
者
が
い
な
い
こ
と
）�


